
 介護職員の研修体系見直しの一環として、ホーム
ヘルパー２級に代わる「介護職員初任者研修」が、 

２０１３年４月からスタートしました。これは介護福祉

士資格取得に至るまでの複雑な養成体系を見直し、

介護職としてステップアップしていくための研修教育

体系に再編することが目的です。現在のヘルパー 

２級研修を全面的に初任者研修に移行させ、研修

体系の「入り口」として位置付けされます。 

 週末毎の開催

のため、仕事や

勉強をしながら

でも無理なく受

講できます。 

 現場で働いて
いるスタッフによ

る指導で、知識

と技術、行動の

起こせる介護

員を養成。 

 制度が変わっ
ても価格を抑え、

高齢者の増加に

対応できるよう介

護員の養成を図

ります。 
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※7月12日は開講式のため８時３０分からとなります。
※あじさいのおか牛窓にて、全日程の講義を行います。
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   昨年度に続き、第２回目の介護職員初任者研修事業を開講いたします。 

 ２０１３年４月から介護職員研修体系の見直しが図られ、「ホームヘルパー２級」に代わる「介護職

員初任者研修」がスタートしました。 

 瀬戸内市においても、高齢化は進み、更に福祉人材の確保が必要となると考えられます。社会福祉法

人として、地域福祉推進のため、サービス提供だけでなく、人材の養成が必要と考えられます。 

 ついては、高齢者の増大かつ多様化するニーズに対応した質の高い介護を提供するために、必要な知

識・技能を有する介護員の養成を図ることとして、介護職員初任者研修事業を開講することにしました。 


